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荒木直範(1894~1927)の社交ダンス教育論について

山陰体育学研究第7号:32~諦,19 9 2,3

A study on sodal Dance Education
Presented by Naonori Araki

はじめに

荒木直範は大正9 (1兜山午から昭和2 a兜7)年にかけて活動した体育研究名であり, YMCA体育土

喫・畔町京女子体操音楽学按教官を歴任し,特にダンス教育の普及に貞献した人物で溺る。大正12年に出版さ

れた荒木の初めての茗書『体育ダンスと社交ダンス』 U は初、0者向けの教習ざであるが,このうt。社交ダ

ンス編は社交ダンスの入門冉としては,我が国初の木格的社亥ダンス教習古とされている鈴木四十の"士交

ダンス』 2〕に次ぐ古い文献てある3}。このことは,彼が社交ダンスにおヤても早期からその1卸尊にたずさ

わ。ていたことを示している。

『休育ダンスと社交ダンス』は,荒木かYMCA体育主*を辞職し研究者への道を歩み始めるι工前に'11か

れたもので,研突者としての彼の思想の出発点を示すものである。しかしながら,以後,彼の遺した箸当の

内容は殆どが体育ダンスに関するもので,社交ダンスに関する著占は発表されていなヤ。したがって,これ

まで彼に対する評価は,主として体育ダンス教育における業紬に対して、下されており.,社交ダンス教育に

おける業穎については殆ど取上げられず,未評価のままであった。

そこで本研究では,『体育ダンスと社交ダンフ■の老察を通して,荒木の展開した社交ダンス教青論の特

徴を明らかにし,さらに彼が大正期の社交ダンス流行の中でどのような役割を果たしたかについて考えるこ

ととする。
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大正後期の首都圏における社交ダンスの流行

<個人的趣味としての社交ダンスの流行>

荒木の社交ダンス教育論の詳細をみていく前に,その背景となる大'後期の首都圏に於ける社交ダンスの

流行状況を文献から探ってみたい。

我が国で初めて社亥ダンスが行われたのは明治16 a883)年のことてあった励。その後,明治16 a883)

年の鹿鳴館建設の頃から,外務卿井上馨らにより欧化政策の一端として政府要人の闇で社交ダンスが奨励さ



れ,盛んに鉾踏会が開かれていたが,明治20 a豁7)年の井上失脚後は,在日外国ノ、や上流階級の一部でわ

ずカヰこ舞踏会が開かれていたのみで,社交ダンスはごく限られた人々の問で踊られていたにすぎなかった。

やがて,大正期にはいると,我が国初の営業ダンスホールがオープンLた。それは鶴見花月園舞踏場であ

る6)。この頃から同好会・研究会形式の社亥ダンスサークルが帝国ホテル・横浜グランドホテルなどにっく

られ,在日外国ノ~や海外渡航経験者の指導を受けながら定期的に活動を行う上うになった、このようなダ

ンスサークルに参加していたのは,華族'貿易商・官公吏らとその家族であり8,彼等にとってダンスは

「社交の一助として,且は体育にも亦娯楽としても高尚視されている」 9,もので,とりわけ「外国に行く

人,帰朝したノ、などには是非必要で,外人との交際上、山昇て置かねぱならない」]小社交上の必須教養とし

て認議されてした。このように,東京・横浜では,関東大震災によって壊減的打撃を受けるまでは,ダンス

ホールやホテルなどでの舞踏会やサークル活動などを通して,社亥ダンスの愛好者層は・一部の上流階級から

都市のインテリ市民階級へと次第に拡大してい「たのである。

<社交ダンス普及への課題>

上記のような過程で普及・発展してきた社交ダンスであったが,さらに普及させてヤくためには,解決す

べきし、くつ力ψ)課題があった。

その・・つは,社交ダンスのマナーや技術に関する情級の少なさである。今日,社交ダンスに関する情般は

専門雑誌や教習古,テレビ番組やビデオ教材など様々な形でJ戈々に提供されている。しかし荒木か著打キ出

版した大正後期には,新聞や雑誌に社交ダンス関係の報道記喫が散見される程度で,敷習井は殆ど出版され

くおらず,ダンス教帥にっいく教習をうけることが社交ダンス習得の主たる方法であった。このような当時

の状況Fでは,実践に役立っ情殺は,今日のそれに比べてかなり不足していたと推宰できる。

いま・ーつは,公衆の面前で社交ダンスを行うのを制限しようとする動きがあったことである。鄭、ぢ,男女

が組んで踊るようなダンスはノ、前ですべきではないとする世論があったことや防犯対策としてグンスホール

営業の取り締まりが強化されたことなどである。

社交ダンスをより広く普及させてヤくためには,これらのような問題点を解決する必要があったといえる。

では,荒木は自らの社交ダンス教育論の中で,この二っの問題点にどぅ取り組んでぃ。たのであろうか。
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<『体育ダンスと社交ダンス』執筆の動機>

上流階級から中流階級へと愛好者層が拡大しっっある中で,荒木直範は,社交ダンスの六めの設備や踊る

人の'心構えなどが徹底して卜ないという現状とその行末を憂建し,自ら教習吉を出版することにより,広く,

社交ダンスに対する知識を与え,正しい理解を促し,彼自身の考える社交グンスの望ましい立りか六を艶及

させようとしていた。それが大正12年に出版された著、古「体育ダンスと社交ダンス』である。その執筆の動

機は次のように記されている。

「一今や日本も教育界に於くはヂムナスティツクダン戈,社交界に於くはソーシャールダンス,劇搾界に於

てはステージダンスと言った様に凡る方面に一種の新らしい空気が充満して其支礎力は比較的力強ヤもの、

様に観察されるが・此新事実は・一面に於ては喜ぶ可き現象ではあるものの,一面に於ては又心配の種である。

社交ダンスに至っては唯々流行の力に支配されて猫も杓子も是を知らぬものは時代後れの様に考へ会

『体育ダンスと社交ダンス』にみる荒木の社交ダンス教育論の内実



討

場の設備や集会の規律,社亥上の教養,精神上の修養などが是に伴はず,随分危ぶまれる様な事実が偶々目

に触れさせられる。かく此現象の内面を透視すれば,実に此侭放任して置く訳には行かぬ。

暗い井戸の蛙見たやうな日本人に新らしい光ある此新現象が神から与へわれても,日本の社二が無自見で

あれば生まれたままの美しい聖い緑り児を親の無自覚のため悪太郎に育てあげるに等しい結果を来す事にな

余は何とか術を講じて此喜ぶ可き新現象を完全に育てあげたいものと希ふの余り,其心の・^'都が此様な七D 。

】 1 }
小冊子を世に公にするに至ったのである。」

「日本国も,漸く世界文化に後れないやうに,其御仲闇入りがしたい様な気分にな0て来た。一此場口に,

彼是無理解な非難を加へて,折角二葉を出しく来六花の牙生へを,踏みにじる可きものではない'、'ヲや社互

ダンスの如きは中1矣を始めとして,上流社会には勿論,小所誌士会にも及びっつぁる。著者の希望は,中流に

◇少11創氏1_た理解を亨へ,是に対する妥当な取援をしく貰い度い事である。浅学をも省す,筆を執っバ理
12 ]

由はjt処にある。」

彼牝,主゛,日本に欧米から様々な新しい擬踊が紹介されていることを,基本的には喜ぱしいことと認識

L,二山一つである社交ダンスにっやては,日本が列朽嵐の一員と認、められた当時の国際楠勢ぼをふまえ,

村立ダンスを「日本の国際化」に欠かせない「国際的教養」であると位羅付けている。「社交ダンスは教釜

として'Ⅸ,要である」ーこれが,荒木の社交ダンス教育論の前提となる。

では,彼は自らの社交ダンス教育論をどのようにしく擁護していたのたらうか。

<社交ダンス推奨の根拠>

①教養としての社交ダンスの推奨

荒木が自らの論を展開するにあたって,まず最初に取り組んだ問題は,「社交ダンスは社会に害を及ぼす

ものではない」上いうことをいかにして人々に欝岼!}させるかであり六。その六め,彼は「風俗習慣の共なる

欧米式社交ダンスは日本ノdこは受入れられないぱかりでなくかえ0て社会に轡になるJ との・、部の世繭に対

して,次のように反論した。

「一然るに害悪を流す恐れがあるからとて,時代の大勢に従って打ち寄せて来るものは,之を厭迫し,極力

堰止めんとしても,到底功を成す事の出来るものでない串は,歴史が之を明らかに証して居る。一日本国は,

比較的世界の大勢より来った輸入品に対しては,其消化力が強い国であって,然ればこそ,今日の如く漸く

時勢にも振}〕落されずに,列国に伍して来九事が出来たと云う可きであらふ。欧米から輸入されたる所の社

ひグンスも,此意味に於て,我国の風俗習慣の中に吸収し,社会的,或は家族的娯楽用としくも,比較的強

や消化力に依って,完全に成長せしめ得る事は,予想するに難い問題ではない。」ぱ

「主H醤;山変の時代の国家に於いては,決して,外来の風俗習慣を輸入する必要は全然なかったか,世界呑国

の相互関係が密接になり,従って,各国民の生活が相接近して来れば,風俗習慣が世界的に共通にばる事は,
15)

門然の成行と言はねぱならぬ。」

ウ「今や日本人は,日本国の日本人ではなくして,世界の日本人であり,宜しく,世界の善良なる風習は , Jミ^

を日本の善良なる風習と化さねばならぬ状態にある。社交も早や既に,日本人而巳の交際ではなくして,世

界の人と亥際しなくてはならなくなった。各個人が,其教養の程度を,国民生活を以て標準として居たなら

ぱ其人は時代の落伍者である。順らく,世界国際生活を標凖として教養を局めねばならぬ。社交タンスは,
16 )

即ち,其国際的教養の・ーつなのである。」

この主張の背景としては,

*日本が古来より外来文化を固有文化と折衷させっつ自国の文化様式を発展させてきており,とηわけ

明治期以来,国策として欧米文化を積極的に取り込んできた歴史的経緯



*国際情勢に於ける日本の位置,即ち第一次世界大戦終決を機にブジアを代表する国家とゑなされ,国

際連盟の常任理事国となうた当時の状況

*資本主義経済の発展に伴っく都市のインテリ市民階級が台頭し,やわゆる大正デモクヲシー文化に於

いて市民的教養形成を振興させようとしう動きがゑられた当時の世相

*衣食住に於ける習慣の和洋折衷がすすみ,西洋式建物の建築・西洋音楽や洋服の普及・学校教育にお

ける西洋式ダンス 6笠戯)の採用等,西洋式の事物が生活の中に浸透Lてきた事実

などのような事柄17'があると考えられる。

荒木が自らの著占の中で繰り返し主張したのは,これらの国際化時代に於いては世界に通用する欧米式教

養を正しく身にー)けることこそが必要なのであり社交ダンスもその・・・・ーつである.とヤうこ上であった。この

「欧米式教養の推奨」は,敬けんなキリスト教徒であり,ア,Xりカ人教師に師事し,私生活む純洋式でお。

た捻j荒木のグンス教育論全般に特徴音勺にみられるものである。

②女子体育としくの社交ダンスの推奨

社亥グンスは男女が組になって踊るものであるため.これまでの世論は,社交ダンスをする女性を品行不

良であると非難してきた1{%そこで,社交ダンスを推奨する立場としては,女性がダンスをするこ上は非難

されるべきものではなく,何捌遉あるしので島るとやうことを世鬪に知らしめる必要があ。た。それがUi下に

ニヌナる主す長で訊る。当時の愛を子家たちは,寳・楽に瓢力廿く楽しみ、ながら適度な運劃Jができるため,社交ダン

スはよし体育広になり得るとぢぇていたが2仙,荒木もまた,社交ダンス推奨にあた;〕,井仁女性に対寸る体

育上の効用に着目し,以下の上うに説ヤくいる。

「社交グンスも、矢張り体育_上に於,゛<,/」もの進化,筋肉の斉律的訓練,姿勢山矯正,劃Ⅱ乍0纏美などの

点に咲叉、<,体育ダンフ、に劣らぬ程の衡ケ果がある。」即

「女・子が相当の年齢(二宝する上,余りに激烈な跳躍や亟技の運動は反って休育上に害がある。それかと谷一)

て,全然運動しなしのは猶更宜しくない。女于の体育は,内蔵の衡牛を以く第・とし.運動としては,翊か

な動作と染かな歩行が,最L其体質に適合したものである。社交グンスは,其運動としくの要*を_悉く包

含Lく居るJ 詑'

「日本の嬬y、は,学校を出る上直に運動の機関を琴はれく仕謡ふ。六服と,家上,社会の設備上は,端ノ、の

活動を束縛して居る。妃y、の体格が劣つて居る民族は必す変へる。射y、の活動を束縛した社会の状熊を此儘

放任して置けば,ひいては民族衰退の運命に相遇せねばならぬ。多少極端の議論かも知れないが,今日,日

本の社会に於ける婦ノ、の束縛を解放して,/J陽らしく生かしむる唯ールう門戸は.社交ダンスを下余しく他にな

い様に思、はれる位である。」然}

彼は特に成ノ、女性には運動の機会が少サゞいという現状を指摘L,女性には激しヤ運動上りLダンスの優雅

な動作や緩やかな歩行が適しくいるとの考え力・ら,社交ダンスを女性のための理想的な体育法としく擢奨し

六。また,学生時代に体育ダンスによっく西洋式ダンスの基礎自勺な姿勢・動作、音感など力学んだ後,社交

ダンスを学ぶのがよいと提瘻1_くヤる。2.

このことから、荒木は社交ダンスに生涯教育の・一環としての役割を期待しくいたことがわかる。これは,

従来運動の機会が得られにくかった女性にもその機会を与えようと主張していることから,当時としては進

歩的な意見であったといえよう。しかし,「女性は優しく美しくあるべきだ」という伝統的女性観と「女性

の体育は健康な母体の育成を主目的とし肉体を酷使するような激しい運動をさせるべきではない」2謎とい

う女子体育観を提示したうぇで社交ダンスを推奨していることから,女性の体育法を一定枠内に限定する方

向にむけられていたという点で限界があった。

・一方,彼は,対象である女性たちが「社交ダンスをしたい」という自発的な欲求や意志を持ってぃるかど

35
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うかにっいては全くふれていない。し九がって,この社交ダンス推奨論は,真に女性の立場に立って主張さ

れたものであるとはいいきれない。むしろ,「婦人の体格が劣つて居る民族は必ず衰へる。婦人の活動を束

縛した社会の状態を此儘放任して置けぱ,ひいては民族衰退の運命に相遇せねばならぬ。」狗と述べている

ことから,個人よりも民族の繁栄の方に重点がおかれていたとみることができる。

<望ましい社交ダンスのあり方>

①社交グンスの場

荒木の老えによれぱ,社交ダソスは,その11的が社交にあることから,設備の整0たダンスホール'家庭

などに於けるパーティー会場で踊られるものであるとされていた27、但し,彼のいうところのタンスホール

上は,カップルで来る客を対象に経営者や支配人が主催者となって錘踏会を開く会員制のダンスホールのこ

上を慰畊辻、,くおり,昭和初期に流行し九,単独で来る客がホール常駐のプロダンサーを指名してダンスの相

f・を二せるい?メ中るタクシー・ダンスホールのことではなヤ。

そし・(ビャホールやバーなどで踊られるダンスについては「全く社交舞踏の神聖を妄漉するもので,実に

拙斥す可き行為」捗であると断じ,ダソスは上品な雰囲気の中で踊られなければならなヤと主張した。

主た,社交ダソスの教育にっいては,家庭内で家長によって教育をほどこされるのが理想であるが,社亥

ダンスが各家庭に普及していない現状にあっては,専門のダンス數師にっやて教習をうけるのもやむを得な

いこどであると述ぺられている29j。

彼の思いえがく社交グンスのイメージは欧米の中・上流階級の生活に於斗ナるそれであり,彼の理想のなか

では家庭生活に密着したかたちで社交ダンスは存在していた上いえよう。しかし,実際には,その後のタグ

シー・ダンスホールの流行により,社立ダンスは次第にサービス業の対染としく定着してヤつた。このこと

により,ダンスホールは,警察による法的取り締まりの対染となっ六。その取;〕締まり方針は,社交ダンス

の場を風俗営業としてのダンスホールに限定して問題の発生を最小限に食い止めようというものであり,ダ

ンスホール以外の場所での社交ダンスは制限されるに至0た。このような状況によっく,戦前の日本に於い

ては,家庭的娯楽としての社交ダンスは衰退していかざるを得なかったのであるW。

②社亥ダンスのマナー

社交ダンスの流行状況を彼なりに観察した結果から,荒木は社交ダンスのための設備や踊る人の心擶えな

どが徹底してぃないという現状とその行末を憂慮し,「社交ダンスは紳士淑女の聖潔な社交である」と繰り

返し述べ,社交ダンスの教育にあたってはまずダンスの技術よりも社交に対する理解と礼儀を教えなくくは

ならないとして知ダンスを行うにあた0ての心構えについてだけでなく,服装から踊りの申込方に至るま

で様々な郷踏会でのマナーを,ひとっひ上つ旦体例をあげて詳しく説明している。その主な内容は次のとお

リーで'、る。

*駕踏会では,正装をし,顔や手は清潔にしなけれぱならない。

*鐸踏会では,しかるべき紹介者なしに見知らぬ男女が組んで踊ってはならなヤ。また,舞踏会で紹介

されたからといってそれをきっかけに交際を始めたりするべきではない。

*男性は柔和謙遜の態度で女性を労り,清潔な精神を以て集会の神聖を保つよう努めなけれぱならない。

*女性ははにかんだり弱々しい態度をとってはいけない,廩として高貴な態度であらねぱならない。

なかでも彼が繰り返し説いているのは,男女共に品性を高くもち,互いに相手の気持ちを尊重しつつ,あ

くまでも紳士淑女として礼を失することなく品よく振る舞わねばならないということであった。

この,社交ダソス教育に於けるマナーの重視は,社交ダンス禁止論者に対する愛好者側の自主規制として

はたらくものであり社交ダンスを健全に発展させるための方向付けでもあったといえよう。



③実技の教習

『体育ダンスと社交ダンス』には,各種社亥ダンスとして,15毛重類の名称があげられてぃるが,その中で

も特に踊り方が紹介されてゃたのは,ワルツ・ワンステ、,プ・フォックストロヅトの三種類のみである。こ

れらのダンスは,当時この三っさえできればたいていの亥際には困らないといわれてし,たもので松社六上

の教育として欠かせないものであった。

また,実技の教習への'心構え上して,

「社交ダンスは,"教養のー・つであるからしく',ゆっく;〕、じりじりと,生活上や或は其他の"学力1身上

に差支ない範囲に於て学ぶ、可きものであ;),又,舞踏会があれぱ一必ず行力才ユぱならぬものでしなく,時偶,

其折々に行く可きものであるから,左程変りた新しいステヅプを覚える必要もなく,又必ずしも上手に踊

らなければならぬものでもない。唯上品に,美的に踊れは入、のである。J 胎・

とあり,技術の優劣にこだわらない教錠主裟の教育方針が,教材の選択や実技教習のあり方に'反映されて

ヤたことがわかる。

彼は実技の教習にあ六η,いずれのグンスにっいても,

第一段階基礎ステップとターニングの練習

第二段階バリエーションの練習(変形ステリブや変形ターンなどj

第二段階育楽にあ,"、せて踊る練習

上いう二段階ぜ設け,易か切難へ段階をおっく学習をす寸められる,・う{ーテキフ,、キ光ずしくやー

、J

^

まとめ~荒木の社交ダンス教育論の特徴と大正期の社交ダンス流行の
中で果たした役割

日本に於いては,社交ダンスは明治時代に外交政策の一環上して導人されたが,政策擢進者の失脚に牛ヤ

憂退しくいった。大正1髪地泓こ於ける社交ブンスの流行は.畢好者局を・点13の上沙階級か"都市の井fヂ階吸に

まで拡大したが,ダンスに関する正しい情綴を得る于1黒よごく限られくぃた。

このような状況の中で出版された荒木山茗'tl「体育ブンスと社交,ブンス1 のう、「社交ダンス編」は,昭

和期に入乃く次々に出版される社立ブンス教習i{:の先麻七ナどなるものくあり,社交ヅンスー関する寺ヤの乏

しか勺た大正期の現壮にあ「ては,貴重な1青綴であ。た上二平価iできる。

一方,社交ダンスを取り巻く世論は,男女が組んで踊る上いう形態から,明治期よ1〕大正期を経て昭和前

期に至るまで風紀上.好ましくないものとしく社交ダンスを非難しくぃたが,そのような社交ダンス害悲説に

対しく荒木は,自らの箸書を通して,男女が組んで踊るのを問題視するような態度は世界的な風習に程遠い

未開人のものであると批判し即,「世界の日本ノU としての国際的教養の'必要性と「民族の繁栄1 のための

体育的価値とを根拠に,国家レベルの利益にっながるものとして社交ダンスを推奨し六七、て彼ぼ社六ダ

ンスはあくまでも知人同士の社交を目的とした家族的な娯楽であるべきだと主張し,同時仁技術よりt マ

ナーの育成を重視することで社交ダンスの健全な発展をはかろうとした。

国家の利益という大義名分を用いて社交ダンス害悪論に反論しっつ,社交ダンスの本質を探り,そこに社

交ダンスの在り方を求めた点に,荒木の社交ダンス教育論の主な特徴があったといえる。

以上みてきたことから,社亥ダンスが特権階級の社交手段から大衆の娯楽へと変容してぃく過渡期の中で
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認

荒木直範は,社会体育指導者という立場から,社亥タンスの本質を改めて問い直し,社父グソスのあり方七

その本質にそっ九ものに是正しようと指導した人物であったということがわかった0

ところが実際には,その後昭和期に於けるタクシー・ダンスホールの隆盛によって,戦前の日本に於いて

は,荒木の示した方針とは逆に,社変ダンスはサービス業の対象として発展し,取り締まり当局の方針によ

つて家庭とは遊離した存在にな0てヤ0た。それはなぜか。

彼にとって,社交ダンスを学ぷことは,あくまでも紳士淑女としての教養を身にっけることであ0に0 こ

れは,社交ダンス教育論全体を通して彼が訴えていた愆見であり,ダンス技術の鍛練よりも正しいマナーの

育成に重点をおく教育方針や,解踏会に於して必要上思才〕れるもののみをとりあげた教材の選"い」於いて'U

この「教養としての社交ダンス_1 という視点が反映されていたとヤえる。この教盡本位の社交ダンス推奨i冊

は,インテリ市民階級のf"漬どいう時代の動向を行呆にもっており,荒木は」れらの階級に属する人々を対

染{こ冷を展開してぃたのであって,大衆レベルにまで社交ダンスを昔及させようと意図していたのではない0

大衆ι,雛き去りにした理想論一。ここに前述の疑問の答えを探る鍵があるのではないだろうか。その解明は,
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